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「新任職員基礎研修（障害）」開催要項 

１．テーマ 

 「新任職員としての心構えとは 

～新任職員にもとめられる役割とコミュニケーションの重要性を学ぶ～」 
 

２．プログラム及び講師 

 

【第１部（講義）】  １０：００ ～ １２：００ 

テーマ：「特別支援教育と人権教育」 

 講 師：名古屋人権擁護委員協議会 人権擁護委員 青木 廣康 氏 

＜プロフィール＞ 
S55.3        愛知教育大学教育学部卒業   

S55.4～H4.3  愛知県立春日台養護学校（教務主任等） 

(S62.4～H1.3  兵庫教育大学大学院内地留学 ) 

H4.4～H12.3  愛知県立豊田高等養護学校〈新設〉 

（教務主任等） 

H12.4～H16.3 愛知県立半田養護学校（部主事） 

H16.4～H20.3 愛知県立ひいらぎ養護学校〈新設〉（教頭） 

H20.4～H24.3 愛知県立みあい養護学校〈新設〉（校長） 

H24.4～H26.3 愛知県立半田養護学校（校長） 

H26.4～H31.3 愛知県総合教育センター（研究指導主事） 

H31.4～R4.3  愛知県立刈谷東高等学校（教育相談員） 

 

【第２部（講義・演習）】 １３：００ ～ １６：００ 

テーマ：「先輩職員から学ぶ～新人職員に期待される役割とは～」 

講 師：社会福祉法人名古屋ライトハウス 明和寮 主任 逆瀬川浩二 氏 

社会福祉法人名古屋ライトハウス 戸田川グリーンヴィレッジ  

生活支援員 佐藤佳祐 氏 

 

３．開催日時及び会場 

【日  時】令和４年７月２２日（金） １０：００～１６：００ 

【会  場】オンライン会場 ※ZOOM を使用したオンラインでの研修となります。 

 

４．定員及び対象者 

【定  員】１００名  ※申込が定員を超過した場合は抽選になります。 

【対象者】障害福祉事業所に勤務する採用後おおむね１年未満の職員 

 

５．参加にあたりご準備いただくもの  

（１）パソコン（Windows10 推奨）及びインターネット環境（光回線） 

※7.9 インチ以上のタブレットでも可能ですが、Wi-Fi 環境が必須となります。 

なお、スマートフォンでの参加はご遠慮ください。 

（２）静かな環境（部屋）  

※周囲の音量によっては研修に支障がでることがあります。 

（３）ヘッドセット（マイクとイヤホン） ※PC 内蔵のものでも可能です。 

（４）Web カメラ ※PC 内蔵のものでも可能です。 

 

 オンライン研修 



新規採用者職員研修 

 

６．ねらい  

新任職員の一人ひとりが、福祉従事者として自覚することは、福祉サービス利用者へよ

り質の高い支援を行う基盤となる。 

本研修では、権利擁護を理解することで、新任職員として資質向上を図る機会とする。

さらに、先輩職員の話を聞くことで、新任職員としての心得や役割を学ぶ。 

 

７．日 程  
9:15  9:45  10:00               12:00     13:00                  16:00  

受 

付 

操
作
説
明 

第１部 

「特別支援教育と人権教育」 

昼
休
憩 

第２部 

「先輩職員から学ぶ 

～新任職員に期待される 

役割とは～」 

※開始 15 分前より注意事項等の説明を行います。 

※昼休憩以外にも、適宜休憩を設けます。 

 

８．申込期限 

令和４年６月１０日（金） 

※参加申込は、名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター ホームページから 

お願いします。(http://care-net.biz/23/zaitakunet/ex04-2.php#kensyu-b) 

名古屋市社協 と 社会福祉研修センター で検索。 

詳細は別紙「申込方法のご案内」をご覧ください。 

※６月１７日（金）までに、受講決定者には「受講決定のお知らせ」を、落選者には 

「落選のお知らせ」をメールで通知いたします。 

 

９．その他 

（１）本研修は ZOOM を使用したオンラインでの研修となりますので、ご参加いただくには 

PC 及びインターネット環境が整っている必要があります。 

（２）本会ホームページに ZOOM の動作確認方法を掲載しておりますので、必ずお申込み前

に動作確認をお願いいたします。 

（３）本研修は音声だけでの参加や聴講のみの参加はできません。必ずビデオで顔が映り 

音声で発言ができる状態でのご参加となります。 

（４）１端末につき１名参加することができます。※１台の PC で複数名の受講は不可。 

（５）受付開始 2 時間前の時点で「特別警報」、「暴風警報」または「警戒レベル４」等が 

発令された場合は、研修を中止します。また新型コロナウイルス等やむを得ない事 

由が発生した場合も中止となることがあります。中止の場合は社会福祉研修センター 

ホームページでもお知らせします。 

 

 


